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これまでの教職員定数等の改善経緯

（１）公立義務教育諸学校の教職員定数の改善経緯

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 第７次

区 分

34'～38' 39'～43' 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

学 級 編 制 ４５人学級 ４ 個 学 年 ３ 個 学 年 ４０人学級 指導方法の 少人数によ

及び教職員 の実施及び 以 上 複 式 複式学級の の実施等 改善のため る授業，教

内 容 定数の標準 養 護 学 校 学級の解消 解 消 及 び の定数配置 頭・養護教

の明定 教 職 員 の 等 教頭・学校 等 諭の複数配

定数化等 栄養職員の 置の拡充等

定数化等

改 善 増 34,000人 61,683人 28,532人 24,378人 79,380人 30,400人 26,900人

自然増減 △18,000人 △77,960人 △11,801人 38,610人 △57,932人 △78,600人 △26,900人

差 引 計 16,000人 △16,277人 16,731人 62,988人 21,448人 △48,200人 0人

(注) 上記のほか、以下のとおり措置を実施。

昭和54年度 15,979人（改善増3,254人、自然増 12,725人）

平成４年度 △10,646人（改善増1,054人、自然減△11,700人）

平成18年度 △ 1,000人（改善増 329人、自然減△ 1,000人、振替△329人）

平成19年度 △ 900人（改善増 331人、自然減△ 900人、振替△331人）

平成20年度 △ 300人（改善増1,195人、自然減△ 1,300人、振替△195人）

平成21年度 △ 1,100人（改善増1,000人、自然減△ 1,900人、振替△200人）

平成22年度 300人（改善増4,200人、自然減△ 3,900人）

平成23年度 300人（改善増4,000人、自然減△2,000人、振替△1,700人）

（２）公立小中学校の学級編制の標準の改善経緯

第１次 第２次 第３次 第４次 第５次 第６次 ７次

区 分

34'～38' 39'～43' 44'～48' 49'～53' 55'～３' ５'～12' 13'～17'

５０人 ４５人 ４０人学級編制の標準
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学級編制の仕組みと運用について(義務)

＜小・中学校＞

小学校 中学校
同学年の児童で編制する学級 ３５人(１年生） ４０人

４０人(２～６年生）

複式学級（２個学年） １６人 ８人
（１年生を含む場合８人）

特別支援学級 ８人 ８人

＜特別支援学校（小・中学部）＞
６人 （重複障害 ３人）

○学級編制の標準

原則として、学級は同学年の児童生徒で編制するもの。ただし、児童生徒数が著しく少ないか、

その他特別の事情がある場合においては、数学年の児童生徒を１学級に編制することができる。
学級編制の標準は、１学級あたりの人数の上限を示したもの。

したがって、各学年ごとの児童生徒数を標準の人数で除して得た数（１未満の端数切り上げ）が
当該学年の学級数になる。

（例）３５人の学年 → １学級 〔３５人〕

６５人の学年 → ２学級 〔３２人、３３人〕
１２２人の学年 → ４学級 〔３０人、３０人、３１人、３１人〕

○学級編制の考え方

《参考》
○小学校設置基準（文部科学省令）
（一学級の児童数）

第四条 一学級の児童数は、法令に特別の定

めがある場合を除き、四十人以下とする。ただ
し、特別の事情があり、かつ、教育上支障がな
い場合は、この限りでない。

（学級の編制）
第五条 小学校の学級は、同学年の児童で編

制するものとする。ただし、特別の事情がある
ときは、数学年の児童を一学級に編制すること
ができる。

学級編制は、通常、年度始めの都道府県が定める基準日における児童生徒数に基づいて行わ
れるが、個別の学校ごとの実情に応じて、児童生徒に対する教育的配慮の観点から、市町村別の
教職員定数等の範囲内で学級編制の弾力的な運用が可能。

（例）
①中学校２年時に生徒数が８１人で３学級としていたところ、進級時に１人が転出してしまうため２学級となるところを、
教育的配慮から３学級を維持する場合

②小学校５年時に児童数が８０人で２学級としていたところ、進級時に１人が転入してきたことにより３学級となるところ
を、卒業を控えていることへの教育的配慮から２学級のまま据え置き、教員１人を少人数指導等に活用する場合

③小学校第１学年の児童数が３６人～４０人の学校において、その学校の児童の状態に応じた教育的配慮から学級
を分割しないで、ティーム・ティーチングなど他の指導体制の充実により対応する場合

○個別の学校の実情に応じた学級編制の弾力的運用

１．児童生徒の実態等を考慮して、全県一律に国の標準（４０人、小１は３５人）を下回る一般的な
学級編制基準を設定することが可能。

２．加配定数の活用が可能。

○学級編制の弾力化

この結果、平成２３年度においては、４７都道府県において、小学校の低学年を中心に
国の基準を下回る少人数学級が実施されている。
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教職員定数の算定について(義務)
義務標準法に基づく標準定数は、都道府県ごとに置くべき義務教育諸学校の教職員の総数を算定する

もの（義務標準法第６条等）。都道府県は、これを標準として、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭
及び教諭等、養護教諭、栄養教諭等、事務職員、特別支援学校の教職員の定数を条例で定める。

小・中学校

○校長 学校に１人

○教諭等（副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭を含む）
①学級数に応じて、必要となる学級担任、教科担任の教員数を考慮して、学校規模ごとに学級数に乗ずる率

を設定。例えば、３学級の中学校には９人の教員（校長を含む。）が配置できるよう計数を設定している。

(乗ずる率の例)

中学校

1学級の学校の学級総数 × 4.000

2学級の学校の学級総数 × 3.000

3学級の学校の学級総数 × 2.667

…

②教頭(副校長)の複数配置
小学校 27学級以上の学校に＋１人
中学校 24学級以上の学校に＋１人

③生徒指導担当
小学校 30学級以上の学校数に1/2人
中学校 18～29学級の学校数に１人

30学級以上の学校数に3/2人

小学校

1学級及び2学級の学校の学級総数 × 1.000

3学級及び4学級の学校の学級総数 × 1.250

5学級の学校の学級総数 × 1.200

…

④分校の管理責任者 分校に１人

⑤寄宿舎舎監
寄宿児童生徒数 40人以下 の学校に1人

〃 41～ 80人の学校に2人
〃 81～120人の学校に3人
〃 121人以上 の学校に4人

○養護教諭
①原則学校に１人（３学級以上の学校）
②複数配置
小学校 児童数851人以上の学校に＋１人
中学校 生徒数801人以上の学校に＋１人

○栄養教諭・学校栄養職員
①給食単独実施校 児童生徒数550人以上の学校に１人

〃 549人以下の学校に1/4人
②共同調理場 児童生徒数に応じて１～３人

○事務職員
①原則学校に１人（４学級以上の学校）
※３学級の学校には3/4人

②複数配置
小学校 27学級以上の学校に＋１人
中学校 21学級以上の学校に＋１人

特別支援学校

○校長 学校に１人

○教諭等（副校長・教頭・主幹教諭・指導教諭を含む）
①学級数に応じた定数
小・中学校に準拠

②教頭(副校長)の複数配置・生徒指導担当
小・中学部計27学級以上の学校に＋２人
中学部18学級以上の学校に＋１人

③教育相談担当教員
児童生徒数に応じて１～３人

④自立活動担当教員
障害種別に学級数に応じて加算

⑤分校の管理責任者 分校に１人
⑥寄宿舎舎監
寄宿舎児童生徒数 80人以下 の学校に２人

〃 81～200人の学校に３人
〃 201人以上の学校に４人

○栄養教諭・学校栄養職員
給食実施校に１人

○事務職員
小学部を置く学校に１人
中学部を置く学校に１人

○養護教諭
①学校に１人
②複数配置

児童生徒数61人以上の学校に＋１人

○寄宿舎指導員
寄宿児童生徒数× 1/5人
（肢体不自由は1/3人）
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今後の学級編制及び教職員定数の改善について(提言)のポイント

◎新学習指導要領の円滑な実施、生徒指導面の課題等への対応、
教員が子どもと向き合う時間の確保等の観点から、学級編制の標
準を以下のとおり改善。

○小・中学校の学級編制の標準（単式学級）を、現行の４０人から引
下げ。小学校低学年については、さらなる引下げを検討。

○小・中学校の複式学級の学級編制の標準も引下げ。
○画一的な取扱いにより学級規摸が小さくなりすぎないよう、柔軟な
学級編制を可能とする仕組みにする必要。

◎上記と同様の観点から、以下について教職員定数を改善。
○基礎定数の充実／学校運営体制の整備／特別支援教育の充実

／外国人児童生徒への日本語指導の充実／生徒指導の充実／
児童生徒の心身両面の支援／食育の充実／事務処理体制の充
実／読書活動の支援／キャリア教育・進路指導の充実／高等学
校における教職員定数の改善

◎設置者である市町村が主体的に学校の教育条件整備に取り組む
観点から、学級編制に関する権限を都道府県教育委員会から市町
村教育委員会へ移譲。また、計画的な教職員配置を進め、定数配
分の客観性・透明性を高める観点から、加配定数の相当程度を基
礎定数に組入れ。

①学級編制の標準の引下げ

②教職員定数の改善

③市町村教育委員会への権限移譲等

（平成２２年７月２６日中央教育審議会初等中等教育分科会）
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新・公立義務教育諸学校教職員定数改善計画（案）
～３０年ぶりの４０人学級の見直し・１０年ぶりの教職員定数改善計画の策定に向けて～

平成２２年８月２７日 文部科学省

「強い人材」の実現は、成長の原動力としての未来への投資。 世界最高水準の教育力
を目指し、新学習指導要領の円滑な実施や教員が子どもと向き合う時間の確保による
質の高い教育の実現が急務。

３０年ぶりに４０人学級を見直し、３５・３０人学級の実現など１０年ぶりのこのため、
新たな教職員定数改善計画を策定。

【平成２３年度から３０年度までの８ヵ年計画】Ⅰ 少人数学級（３５・３０人学級）の推進等

（Ｈ２３年度～２７年度の５ヵ年計画）（１） 小学校全学年で３５人学級を実現
（Ｈ２６年度～２８年度の３ヵ年計画）（２） 中学校全学年で３５人学級を実現

(Ｈ２９年度、３０年度の２ヵ年）（３） 小学校１・２年生で３０人学級を実現
（４） 副校長・教頭、生徒指導担当教員及び事務職員の配置の充実

(Ｈ２４年度）（５） 小学校の複式学級に係る学級編制標準の引下げ、中学校の複式学級の解消

改 善 事 項 改善総数 改 善 の 目 的 ・ 内 容 等 23年度要求数

人 人

４６，５００ ７，８００３５・３０人学級の推進

（２２，８３０） （７，８００）○３５人学級(小学校全学年)

（１５，０７０） （－）○３５人学級(中学校全学年)

（８，６００） （－）○３０人学級(小学校1・2年)

３，９００ ５００３５・３０人学級の実施に伴う
教職員配置の充実

（１，３４０） （２２０）○副校長・教頭の配置の充実 ・副校長の配置促進による学校運営体制の整備

（９９０） （６０）○生徒指導(進路指導)担当 ・複雑多様化する生徒指導への対応や中学校における
教員の配置の充実 キャリア教育・進路指導の充実

（１，５７０） （２２０）○事務職員の配置の充実 ・事務職員の複数配置による学校事務処理体制の充実

（－）小 学 校 の 複 式 学 級 に 係 る １，４００

学 級 編 制 標 準 の 引 下 げ 、
中学校の複式学級の解消

（１，０００） （－）○小学校 ・小学校：１６人→１４人（小１を含む場合：８人→６人）

（４００） （－）○中学校 ・中学校：８人→解消

５１，８００ ８，３００計

（注） 少人数学級（35・30人学級）の推進等には、51,800人の定数増が必要となるが、今後８年間に、児童生
徒数の減少に伴う定数の自然減や定年退職者の増加に伴う教員の平均年齢低下による給与減等が見
込まれており、これらの財源を活用することにより、可能な限り追加財政負担を伴わないよう努力。

（参考） 年度別改善数・自然減

年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度 計

改 善 増 8,300人 5,400人 4,100人 9,400人 9,800人 5,400人 4,700人 4,700人 51,800人

自 然 減 ▲2,000人 ▲4,900人 ▲3,300人 ▲4,000人 ▲3,800人 ▲4,400人 ▲5,100人 ▲4,900人 ▲32,400人

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

小１
小２

小３ 小４ 小５ 小６ － 小１ 小２

－ － － 中１ 中２ 中３ － －

４０人 ⇒ ３５人 ３５人 ⇒ ３０人
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【平成２６年度から３０年度までの５ヵ年計画】Ⅱ 教職員配置の改善

※ 平成２６年度以降の改善増に必要となる恒久的な財源確保について理解を得ることが必要

改 善 事 項 改善総数 改 善 の 目 的 ・ 内 容 等 23年度要求数

人 人

２４，８００ －（1) 教育水準向上のための ・授業時数や指導内容が増加する新学習指導要領
基礎定数の充実 への対応

・小学校における理科等の専科教育の充実※基礎定数…学校数や学級数等に応じ

・学校マネジメント機能や読書活動の充実て算定される定数

２，１００ －（2） 生徒指導(進路指導) ・複雑多様化する生徒指導への対応や中学校に
担当教員の配置改善 おけるキャリア教育・進路指導の充実

１，６００ －（3） 養護教諭の配置改善 ・児童生徒の心身両面の支援

９００ －（4） 栄養教諭の配置改善 ・栄養教諭の配置促進による食育の充実

８００ －（5） 特別支援教育コーディ ・特別支援教育コーディネーターの配置促進による
ネーターの配置改善 特別支援学校のセンター的機能の充実

５，０００ －（6） 障害のある児童生徒 ・近年顕著な増加傾向にある通級指導を必要とする
への通級指導の充実 児童生徒への対応

１，５００ －（7） 外国人児童生徒への ・日本語指導を必要とする外国人児童生徒への対応
日本語指導の充実

３，３００ －（8） 教員研修の充実 ・資質能力の向上のための教員研修の充実

４０，０００ －計

Ⅲ 柔軟な学級編制実施のための制度改正

・ 小・中学校の設置者である市町村が、地域の実情に応じ、柔軟な学級編制を実施する
ことができるよう、学級編制に係る権限を見直す。

・ また、画一的な取扱いにより学級規模が小さくなりすぎないよう、弾力的な学級編制を
実施することができる仕組みを導入。
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政策コンテストの結果について

（単位：億円）

パブコメ件数 予備費・補正予算

[置額を含む評価 事　　　　業
平成23年度

v　望　額

平成23年度

¥算額（案）　順位
i189事業中 査定率

71，747件 1位 B
「強い人材」育成のための大学の

@能強化イニシアティブ
1，200 753

（178）

X31 77．6％

55，033件 2位 C

学習者の視点に立った総合的な
wび支援及び「新しい公共」の担

｢手育成プログラム

1，331 980 980 73．6％

41，722件 3位 B

小学校1・2年生における35人

w級の実現
i義務教育費国庫負担金）

2，247 2，085 2，085 92．8％

39，460件 4位 C
成長を牽引する若手研究人材の
麹㊧逅ｬ・支援イニシアティブ

484 827 827 170．8％

32，389件 5位 B 安全で質の高い学校施設の整備 1，898 484

（1，363）

P，847 97．3％

17，693件 6位 B
元気な日本復活12大イノベー

Vョン

788 539

（191）

V30 92．6％

14，107件 7位 B
我が国の強み・特色を活かした

坙{発「人材・技術」の世界展開
448 295

（96）

R91 87．4％

’5，619件
8位 C

元気な日本スポーツ立国プロジェ

Nト

54 28 28 52」％

3，130件 15位 C 未来を拓く学び・学校創造戦略 20 3 3 15．0％

2，548件 16位 B
文化芸術による元気な日本復活
vラン

158 133 133 84．3％

283，448件 計 8，628 6」27

（1，828）

V，955 92．2％

※上段（　）書きは経済危機対応・地域活性化予備費、補正予算措置額を示す
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「元気な日本復活特別枠」要望に関する評価結果

番号 事業名 要望額 評価

1901 安全で質の高い学校施設の整備 189，813

　　　B
i予備費及び補正
@措置を含む）

整備する施設の優先順位付けを行った上で、緊急性の高いものに限定することが条件

1902 未来を拓く学び・学校創造戦略 2，000 C
フューチャースクール関連事業について、校数等について相当な絞込みを行うとともに徹底し

ｽコストの削減を行うことが条件

1903 小学校1・2年生における35人学級の

ﾀ現
224，702 B

現行の40人学級に係る小学校1・2年生の教職員（9．3万人）については義務的経費であり措置する必要。ただし、これを措置するには要求・要望の削減による財源捻出が条件。なお、定数改善の取扱いについては、別途、後年度負担の問題も含めた検討が必要

1904

学習者の視点に立った総合的な学び
x援及び「新しい公共」の担い手育成
vログラム

133」29 C

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㌔
�ｶ受給者への貸与に必要な分は措置する必要。ただし、これを措置するには、要求・要

]の削減による財源捻出が条件

1905 「強い人材」育成のための大学の機能
ｭ化イニシアティブ

119，971

　　B
i補正措置を含

@　む）

教育・研究の基盤経費に一定の配慮が必要。ただし、その経費を相当に絞り込むとともに、

v求・要望の削減による財源捻出が条件

s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

文部科学省の要望に
ﾂいては、要求で一

U、形式的に廃止した
ｵいにした上で、増額
v望していること、また、

ｻの結果、金額的にも

S署省要望総額の3
р�閧ﾟる要望となって

｢ることから、「特別枠」

ﾌ趣旨に照らして問題
ｪ大きい。したがって、

ｶ部科学省について
ﾍ、全般的に大幅な要
]の圧縮と、要求の削

ｸによる新たな財源捻

oが必要

1906 成長を牽引する若手研究人材の総合
逅ｬ・支援イニシアティブ

　國

S8，400 C

継続課題、既存受給者には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻

oが条件
s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

1907 元気な日本復活！2大イノベーション 78，800

　　B
i補正措置を含

@　む）

継続課題には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻出が条件
s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

1908

我が国の強み・特色を活かした日本発「人材・技術」の世界展開

44，790
　　B
i補正措置を含

@　む）

継続課題には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻出が条件

s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要

1909 元気な日本スポーツ立国プロジェクト 5，400 C
トップアスリートの育成には一定の配慮が必要。ただし、要求・要望の削減による財源捻出

ｪ条件

1910 文化芸術による元気な日本復活プラン 15，801 B
徹底したコストの縮減や対象地域の相当な絞込みを行うことが条件

s政刷新会議の指摘を踏まえた対応が必要
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「元気な日本復活特別枠要望」に関する評価について

。　　r元気な日本復活特別枠に関する評価会議」においては、「特別枠」要望189

　事業の評価付けにあたり、要望評価の基本方針として、「事業内容」及び「改革の

　姿勢」という2つの観点から、以下のような「5原則」を重視して、総合的に評

　価を行った（参考参照）。

「事業内容」の観点からの評価

原則1：政策のねらい・目的が的確でなければならない

原則2：元気な日本復活のために「効果」が見込まれなくてはならない

原則3：政策手法の選択と集中が適切になされなくてはならない

「改革の姿勢」の観点からの評価

原則4：予算配分を大胆に組み替えるという「特別枠」設定の趣旨に合うもの

　　　　でなくてはならない

原則5：各府省は全体としての歳出削減努力を行っていなくてはならない

○　その評価結果は、本資料のとおりである。A～Dの評価は、基本的に次のよう

　な考え方による。

　　A：事業の「内容」が積極的に評価できる

　　B：事業の「内容」は積極的に評価できるが、「改革の姿勢」等の問題がある

　　C：事業の「内容」に一定の評価はできるが、「改革の姿勢」等の問題が大きい

　　D：事業の「内容」での評価が困難

　　なお、予備費・補正予算で措置された事業については、措置された部分を含め

　た全体としての評価である。また、それぞれの評価をするにあたっての「条件」、

　同評価を踏まえた今後の予算配分にあたっての「留意事項」を必要に応じて合わ

　せて付記した。
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・加配教員を削減することで、加配教員が担ってきました通級指導、
少人数指導、習熟度別指導などがおろそかになるのではないかと私
は懸念するんです。…加配教員については、必要かつ十分な数を確
保すべきという趣旨の規定を本改正案にも加えるべきと考えており
ます。

・
［髙木文部科学大臣］
少人数指導あるいは習熟度別の指導など、指導の工夫の改善、ある
いは発達障害のある児童生徒への通級指導、こういったことの加配
措置について、これは来年度予算においてもしっかり確保してい
く。加配措置につきましては、今後とも、教育上の必要性を見極め
ながら進めてまいりたいと思っております。

・…特別支援学校でその児童生徒に特別な指導が行われている場合、
あるいは、小学校において専科教員が必要とされる場合などでも加
配教員の配置を認めるべきだと私は考えております。

・
［髙木文部科学大臣］
文部科学省としましても、加配措置を含めて教職員の配置適正化に
ついては、今後、教育上の必要性を見極めて、十分その点について
は検討してまいりたいと思っております。

・これからの議論の中で、是非、加配、専科教員等も盛り込みました
けれども、是非とも大臣、最後に、この加配の基準、加配とは何の
ために加配されるのか、どのぐらいの必要性があるのかということ
を改めて議論して、新しい時代の加配の在り方について具体的に議
論していきたいと思いますが、最後に大臣、答弁お願いいたしま
す。

・
［髙木文部科学大臣］
加配は法的な根拠の中で行われておりまして、これができた背景、
時代的な背景はそれなりの承知をいたしております。これが今日ま
でずっと続いてきております。私どもといたしましては、基礎定数
をまずしっかり固める。そして、そのことによって、教職員の採用
についても、将来的に計画性があり、そして安定性があるものにし
ていく。そして同時に、地域や学校においては様々な特殊性もござ
います。そういったものにおいて柔軟な対応が取れるように、加配
措置についてもしっかり対応していくこと。こういうシステムにつ
いては、私は評価をされるものがあると思っています。ただ、委員
ご指摘のとおりでございますので、この点についても、これはもち
ろん衆議院で修正をされました法案の中にもありますが、しっかり
加配の在り方について検討していかなきゃならぬ問題だと思ってお
ります。

義務標準法改正案の国会審議における主な指摘事項
［学級規模及び教職員配置の適正化関係］

議員からの質問 政府答弁

１．基礎定数と加配定数の適切な組み合わせ

○加配教職員の十分な確保の重要性
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・小学校1年生の35人学級を実現するために加配定数を削減するの
は、これはいかがなものですか。単なるつけかえと思いますけれど
も、お答えいただきたいと思います。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…加配というものは毎年の予算査定の中で変動したします。削減さ
れる可能性もございますが、これが基礎定数で法律に位置づけられ
るということになると、それは確実に手当をされる。そのことに
よって計画的な定数措置、定数改善に資するということで、このよ
うな対応をしているところでございます。

・総額裁量制にしたことというのは本当によかったのかなという思い
を今でも持っておりますが、現実的に定着をしてきている中で加配
定数もこうやって増えてきているということを考えると、文部科学
省として、基礎定数プラス加配定数、これをどのようにハンドリン
グしていったらいいのかなというふうに考えておられますか。

・
［鈴木文部科学副大臣］
基礎定数と加配定数、このバランスということが大事でございま
す。…今年度あるいはこの数年間のことで申し上げると、まさに基
礎定数について、ずっと基礎定数が削減をされてきたということに
ついてやはりもう歯止めをかけるんだ、こういう意思は我々として
は示したいということで今回の法案提出をさせていただいているわ
けであります。

・地方としては、教育現場としては、安定的に、そして予測性があっ
て、かつ自由度が高い教員を多く配置したいんだ、この要望も組み
入れて具体的に解決をしていくためには、…新しい基礎定数の算定
方式に切り替える必要があるのではないかというふうに考えており
ますが、文科大臣の御所見をお伺いしたいと思います。

・
［髙木文部科学大臣］
加配定数の役割の重要性については私も十分認識しておりまして、
基礎定数とあわせて都道府県教育委員会においてそれぞれ有効に活
用されておる、私はそのように認識しております。一方、中教審、
ご指摘のとおりでございますが、…計画的、安定的な教職員配置を
行う上で支障があるため、相当程度を基礎定数に組み入れる必要が
ある、こういう指摘も確かにございます。こういうことを受けまし
て検討を進める必要があろう、このように考えております。

議員からの質問

○基礎定数と加配定数のバランス

政府答弁
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・現在、小学1年生の学級規模は、35人以下学級が71.3％、地方独自
の措置で21.6％、要するに、合計92.9％がもう35人以下なんです
よ。ですから、新しい取り組みでは全然ないんですね。…この法案
で教員の純粋な増員というのはわずか300人ですね。これで35人学
級が実現しましたよと主張なさるというのは、私はすごく違和感を
むしろ持っているんですね。このような法案を今お出しになる意味
というのは何なんでしょうか。

・
［髙木文部科学大臣］
国が財政措置を行うことが可能になることで、既に少人数学級を実
施している都道府県であっても、他の学年に活用することも可能に
なっていきますので、これをもってさらに少人数学級への、ある意
味では今回はスタートですから、しっかりそれが取り組めるのでは
ないかとこのように思っております。

・…事後届け出制への変更などなんですけれども、…都道府県教育委
員会が教職員の定数を配分する権限を持っている以上、市町村教育
委員会が学級編制を行うに当たって都道府県教育委員会の顔色をう
かがうというのが現実なんです。だから、今般の法改正によっても
結局余り変化がないのではないですかと。…教職員定数の配分に関
する大きな枠組みは変えないまでも、都道府県教育委員会は、弾力
的な学級編制を行ったあるいは地域特有の事情があるなどといった
市町村教育委員会の意見を聞いて、これを十分に尊重して教職員定
数の配分を決定するということを法的に担保すべきではないか。

・
［髙木文部科学大臣］
（都道府県教育委員会が市町村教育委員会の意見を十分尊重して教
職員定数の配分を決定することについて）よりしっかりした法的な
担保をとるべきだという御意見があることは承知をしております
が、これについては、これからの御議論の中でそれぞれ協議される
ものではないかと、このように思っております。

議員からの質問 政府答弁

政府答弁議員からの質問

○弾力化後の教職員定数の配分の在り方

○少人数学級を独自に行っている都道府県への影響

２．法改正が地方に与える影響
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・年次定数改善計画の見通しについて、現状で結構ですので、お考え
示していただければと思います。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…この法案が成立後に、速やかに二年生以降の問題について順次改
定について検討を着手し、そして、なるべく早い段階で結論を得る
べく努力して参りたいと考えているところでございます。

・文部科学省は、２年生以降の３５人以下学級を平成２４年度に要求
するつもりかどうか、…文科省としての姿勢を明確にしていただき
たいと思います。

・
［髙木文部科学大臣］
改めて申し上げますが、昨年度の予算編成過程において、小学校２
年生以上の取り扱いについては、引き続き、来年度以降の予算編成
で検討するということになっております。このたびの義務標準法に
おいても、学校教育の状況や国、地方の財政状況等を勘案しつつ、
小学校二年生以上の学級編制の標準を順次改定すること等について
検討し、その結果に基づき必要な措置を講ずるとする規定を盛り込
んでおりまして、これについて、我々としては最大限の努力をし、
政府全体の中でしっかり取り組んでまいりたい、そういう思いを改
めて申し上げたいと思います。

議員からの質問 政府答弁

○新・教職員定数改善計画（案）について

３．計画的な定数改善

○平成２４年度以降の概算要求について

議員からの質問 政府答弁
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・少人数学級の教育的効果についてお答えいただけますか。 ・
［髙木文部科学大臣］
文部科学省として把握しているデータでは、他の県に先がけて少人
数学級を導入している秋田県や山形県においては、全国学力・学習
状況調査の結果において学力の向上が見られる、一定の成果があら
われているものだと思っております。また、大阪府や山形県では、
少人数学級の導入後に不登校や欠席率の低下というデータが見られ
た。したがいまして、我々としましても、一人一人に目が届く、よ
りきめ細かな指導ができる、そういう一定の効果はある、このよう
に思っております。

・…特にこの教育の質を向上させていくという意味で、この少人数学
級の具体的な評価の仕方を示す必要があると思うんですね。それが
なければ今回のこの法律改正が成功したのか、若しくは拡大してい
く上でも拡大しなければならない根拠が示せないというふうに思い
ます。この評価の在り方について、具体的にお示しください。

・
［髙木文部科学大臣］
…もう既に35人以下を実施している学校が全国でたくさんございま
す。そういう意味で、私どもも、これからも中学校、義務教育の中
学の三年までは少人数学校をしていきたいという、そういう目標も
持っておりますが、現在のところ、残念ながら今回は小学校一年だ
けにとどまっております。そういうことからも、今後の実現に向け
ていくためには、議員御指摘のとおり、きちっとした評価が重要で
あろうと思っておりますので、この導入した効果について必要な
データを収集をし、そして評価の仕方についても専門家の皆さん方
の御意見も入れながら示せるように努めてまいりたいと思っており
ます。

政府答弁

４．教育効果

政府答弁議員からの質問

議員からの質問
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・…（秋田県では）教育現場の様々な創意工夫はもちろんですけれど
も、学力を向上させるためには、少人数指導だけではなく、子供た
ちを取り巻く生活環境も大事とのことで家庭と地域からも協力をい
ただいております。…学校、家庭、地域でのバランスの取れた教育
が大事だと思います。…子供たちの学力向上のために教員の数を増
やすわけでありますから、それと同時に教員の質を向上させる施策
に力を注いでいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

・
［髙木文部科学大臣］
…秋田県におきましては早くから少人数学級を実施しておられま
す。…あわせて、少人数指導やチームティーチングなどの少人数指
導にも積極的に取り組んでおられる。このことが秋田県の子供の学
力等において一定の成果を上げたものと私は受け止めております。
　また、御指摘のように、…家庭、地域の連携が特に大事でござい
ます。社会全体で取り組むということが子供の教育にとっては不可
欠であります。…このほか、…資質の向上というのも重要でござい
まして、この件については…中央教育審議会の中でも議論が進めら
れておりまして、この結果等を踏まえて今後の対応に当たっていき
たいと思っております。

政府答弁議員からの質問
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・財政上の後年度負担に耐えられるのかという点について伺います。
…純粋増がそんなに増えずに何とか耐えられるような気もします
が、いかがですか。

・
［鈴木文部科学副大臣］
自然減であるとか、あるいは定年退職者の増加に伴う平均年齢の低
下で給与の平均単価が下がりますから、そうした財源を活用するこ
とによって、財政負担は重くならない中で基礎定数改善ということ
を進められると見込んでいるところでございます。

・公務員人件費2割削減という民主党マニフェストとの整合性につい
ての見解を文部科学省…に伺います。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…教職員は地方公務員でございますから、…マニフェストの直接の
ターゲットには入らないわけではありますけれども、しかし、今の
国、地方とも財政状況が厳しい中で教員についても、その精神とし
ては、人件費を抑えながら、しかし、なお大変大事な教育でありま
すから、教員の質と数の拡充によって学校教育力を上げていく、こ
の連立方程式をしっかり解いていくということだと思います。

議員からの質問 政府答弁

議員からの質問 政府答弁

○財源の確保について

○公務員人件費削減との関係について

５．財源等
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・…文部科学省としては学級編制規模の適正とは何人ぐらいがいいん
だろうかということを思っておられますか、それともそうしたデー
タはございますか。

・
［鈴木文部科学副大臣］
…国民からの意見募集によりますと、小中学校の望ましい学級規模
として最も多く挙げられましたのが26人から30人でございます。…
また、ヒアリング…では、学級編制の標準を30人以下又は35人以下
に見直すべきとの意見が大勢を占めたということでございます。一
方で、中教審の初等中等教育分科会での議論におきましては、…学
級規模が小さくなり過ぎると児童生徒の社会性の涵養や学び合い等
の取組が困難な状況が生じるとの指摘もございます。
　…というように、様々な意見やデータがございますが、…平均の
学級規模と学級編制基準というのが少し…整理が必要かと思うんで
すけれども、今回お願いを申し上げておりますのはいわゆるその上
限でございまして、…単式学級というのは21人から40人という、こ
ういうことで決まっていました。それが18人から35人というふうに
していきましょうと、こういうことでございます。それに基づいて
定数換算、特に基礎定数についての算定をしていこうと。

議員からの質問 政府答弁

６．望ましい学級規模
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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の概要

１．趣

 

旨

○

 

新学習指導要領の本格実施や、いじめ等の学校教育上の課題に適切に対応ができるよう、３５人以
下学級について、公立小学校第１学年の学級編制の標準を見直す。また、市町村教育委員会が地域
や学校の実情に応じ、学級を柔軟に編制することができるよう、都道府県教育委員会の関与を見直す。

（１）35人以下学級の推進
○

 

小学校１年生の学級編制の標準を現行の40人から35人に引き下げる。［義務標準法第３条関係］

（２）市町村が地域や学校の実情に応じ、柔軟に学級を編制できるような仕組みの構築
○

 

市町村教育委員会が地域や学校の実情に応じ、学級を編制する際：
－都道府県教育委員会が定める学級規模の「基準」について、市町村教育委員会が「従うべき」とされ
ている拘束性を緩め、「標準」としての基準とするとともに、学級編制を行うに当たり、当該学校の児
童又は生徒の実態を考慮することを明記。［義務標準法第４条関係］

－市町村教育委員会が都道府県教育委員会に協議し、その同意が必要な仕組みを改め、事後届出
制とする。［義務標準法第５条関係］

※国は学級編制の標準を基礎とした教職員定数（標準定数）について国庫負担
※都道府県は教職員の給与費を負担し、その定数を決定（県費負担教職員） 変更なし

【学級編制の権限に係る見直しのイメージ】

都道府県
教委

国

市町村
教委

事前協議 同意 事後届出

【改正前】 【改正後】

○

 

学級編制の基準を設定
【従うべき基準】

 

【標準としての基準】

第１次

34~38年度

第２次

39~43年度

第３次

44~48年度

第４次

49~53年度

第５次

55~3年度

第６次

5~12年度

第７次

13~17年度

５０人 ４５人 ４０人

学級編制の標準：４０人 小学校1年生：３５人

２．概

 

要

○

 

政府は、学級編制の標準を順次改定すること等について検討を行い、その結果に基づき、法制上その
他の必要な措置を講ずることとし、当該措置を講ずるに当たっては、これに必要な安定した財源の確保
に努める。［改正法附則第２項・第３項関係］

○

 

学級編制の標準の設定

○

 

都道府県教委の定める
基準に従い学級を編制

○

 

市町村教委が地域や学校
の実情に応じ、より柔軟に
学級を編制

（参考）

○

 

学級編制に関する市町村教委の主体性を教員定数配分の観点からも担保
－都道府県教委が県費負担教職員の市町村別の学校の種類ごとの定数を定める場合の勘案事項と

して、「当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る
事情等」を明記［地教行法第４１条関係］

－都道府県教委に対し、市町村教委の意見を十分に尊重することを義務付け［地教行法第４１条関係］
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（４）その他
①

 

公立の義務教育諸学校の学級編制並びに教職員の任免等及び定数の在り方について検討。［改
正法附則第４項関係］

②

 

市町村教委が公立の義務教育諸学校の学級編制を行うに当たり、当該学校の児童又は生徒の実
態を考慮して、この法律による改正後の小学校１年生の学級に係る１学級の児童数に関して都道府県
の教育委員会が定めた基準によらないこととした特段の事情がある場合には、

 

都道府県の教育委
員会は、教職員定数に関し、教育上特別の配慮をすることができる。［改正法附則第５項関係］

③

 

東北地方太平洋沖地震により被害を受けた地域の学校及び被災児童又は生徒の転学先の学校に
おいて、被災児童又は生徒の学習支援や心のケアを行うため、国及び都道府県教育委員会は、教職
員定数に関する特別の措置を講ずる。［改正法附則第６項関係］

３．施行期日

公布の日。ただし、２（２）に関する規定は平成２４年４月１日。

（３）教職員定数に関する加配事由の追加等［義務標準法第７条及び第１５条関係］

①

 

教職員定数の加配措置に係る数については、公立の義務教育諸学校の校長及び当該学校を設置
する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、必要かつ十分なものとなるよう努める。

②

 

加配事由を拡大し、以下を明記
・小学校において専門的な知識又は技能に係る教科等に関し専門的な指導が行われる場合
・障害のある児童生徒に対する特別の指導が行われていることその他障害のある児童生徒に対する
指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情

＜学級編制の標準＞
小1 ：

 

３５人

小２～中３

 

：

 

４０人
（義務標準法第３条）

学級編制 教職員定数 給与負担 国庫負担

国の標準に基づき都道府

 

県教委が基準を設定（義

 

務標準法第３条）

都道府県教委の基準を標

 

準として市町村教委が児

 

童生徒の実態を考慮して

 

学級を編制（義務標準法

 

第４条）

都道府県教委の定める学

 

級編制基準による学級数

 

に基づき、当該都道府県

 

の教職員定数の標準を算

 

定。これに基づき、都道府

 

県が県費負担教職員の

 

定数（都道府県ごとの総

 

数）を決定（義務標準法第

 

６条、地教行法第４１条）

都道府県教委が市町村に

 

おける児童生徒の実態や

 

市町村立学校の学級編制

 

に係る事情等を勘案して、

 

市町村別の学校の種類毎

 

の定数を決定。この場合、

 

都道府県教委は市町村教

 

委の意見を十分に尊重。

 

（地教行法第４１条）

都道府県の定数に

 

基づき配置される教

 

職員の給与を当該

 

都道府県が負担

 

（市町村立学校職員

 

給与負担法第１条）

国の学級編制の標準

 

に基づく教職員定数

 

の給与の１／３を国

 

が負担（残りの２／３

 

は地方交付税措置）

 

（義務教育費国庫負

 

担法）

義務教育費国庫負

 

担金の算定基準と

 

しての性格

法的効力を有する

 

学級規模に関する

 

基準

【参考】学級編制の標準に
係る法的効果
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小学校１年生の３５人以下学級の実現に必要な4,000人の教職員定数を措置するため、純増300人を

 

含む2,300人の定数改善を行う。

※ 既に地方自治体において少人数学級に使われている加配定数1,700人分を活用。
※ 少人数指導や通級指導などを実施するための加配定数は引き続き維持。

義務教育費国庫負担金については、以下の基本的な方針に沿って扱うものとする。

１．小学校1年生の35人以下学級を実現する（4,000人の教職員定数を措置）。
２．具体的には、300人の純増を含む2,300人の定数改善を行うとともに、加配定数の一部（1,700人）を

活用する。
３．35人以下学級については、小学校1年生について、義務標準法の改正により措置することとし、次期

通常国会に法案を提出すべく、早期に改正案の具体化を進める。
４．平成24年度以降の教職員定数の改善については、学校教育を取り巻く状況や国・地方の財政状況等

を勘案しつつ、引き続き、来年以降の予算編成において検討する。

22年度 23年度

64万人
基礎定数
（児童生徒数

見合い）

6万人加配定数
▲1,700人

▲2,000人 児童生徒数の減に伴う自然減

加配定数から基礎定数
への振替え

1,700人

2,300人 定数改善2,300人

4,000人の基礎定数措置

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び地方
教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律に係る参考資料

○憲法の要請に基づき、義務教育の根幹（機会均等、水準確保、無償制）を国が責任をもって支える制度。
・市町村が小中学校を設置・運営。
・都道府県が教職員を任命し、給与を負担（２／３負担）
・国は教職員給与費（※）の１／３を負担。
※公立義務教育諸学校の教職員（約70.4万人：小学校42.2万人、中学校24.1万人、特別支援学校4.1
万人）の給与費

【参考】義務教育費国庫負担制度

２３年度予算による定数改善の内容

平成23年度義務教育費国庫負担金について（国家戦略担当・財務・文部科学３大臣合意）
（平成22年12月17日）

（参考）
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１．教職員定数配置に係る留意事項

○各都道府県教育委員会等において正規教員の採用や人事配置をより一層適切に行うこと。

○

 

すでに小学校第１学年において３５人以下学級を実施している場合においても、各都道府県において
今回の改正により増加する教職員定数を活用して、他の学年の少人数学級やその他の教職員配置の
改善に努めるとともに、各都道府県における教職員配置の改善の状況を適切に情報公開するなど説明
責任を果たすこと。

２．都道府県教育委員会の学級編制に係る関与の見直しに係る留意事項

○

 

都道府県教育委員会が定める学級編制の基準により市町村教育委員会が学級を編制することが原
則であるが、個別の学校ごとの事情に応じて、児童生徒に対する教育的配慮の観点から、例えば以下
のような弾力的運用が例外的に許容。
①

 

小学校第１学年の児童数が３６人～４０人の学校において、その学校の児童の状態に応じた教育的
配慮から学級を分割しないでティーム・ティーチングなど他の指導体制の充実により対応すること。

②

 

当該学校に配置された教職員定数の範囲内において、当該学校のある学年について都道府県教
育委員会の基準を超えた学級編制を行いつつ、その教職員の配置を活かして学級経営上特段の困
難を生じている学年について都道府県教育委員会の基準よりも小規摸の学級編制を行う等児童生
徒の実態に応じた学級編制を行うこと。

○

 

学級編制に関する市町村教育委員会の自主性を教職員定数の配分の観点からも担保できるよう、都
道府県教育委員会においては市町村教育委員会が柔軟な学級編制を行った場合にも、都道府県教育
委員会が定めた学級編制の基準により算定した学級数を踏まえた教職員定数の配置を行うこと。

○必要となる教室の確保が非常に困難なことが明白な場合及び平成２３年度において年度途中に学級
編制を変更することが児童生徒に対する教育的配慮の観点から困難な場合等特段の事情がある場合
は市町村教育委員会は都道府県教育委員会の学級編制の基準を超えて、学級編制を行うことができる。
この場合にも、都道府県教育委員会が定めた学級編制の基準により算定した学級数を踏まえた教職員
定数の配置を行うこと。

３．加配事由の拡大等に係る留意事項

○

 

今回の改正による教職員定数の加配措置事由の拡大等や東日本大震災に係る教職員定数の特別
措置について、文部科学省としては改正法の趣旨に沿って適切に対応することとしており、各都道府県
教育委員会においては、各市町村教育委員会に法改正の趣旨を周知するとともに、市町村教育委員会
の意向を十分に把握し適切に対応するよう努めること。

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正について（平成２３年

４月２２日付各都道府県教育委員会宛文部科学副大臣通知）のポイント
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